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民間事業者と協働して草木類資源化事業を実施します 

 

１ 目的 

  家庭から排出される剪定枝や草木類を、燃やすごみとして処理せず、資源として有効

活用することで、ごみの減量と循環型社会の推進を図るとともに、市民が参加しやすい

資源循環の仕組みの構築を目的としています。 

２ 概要 

  市内６か所を拠点として、草木類専用の回収コンテナを設置し、市民が持ち込んだ草

木類を回収します。回収した草木類は、破砕・チップ化等の処理を行い、バイオマス発

電燃料として資源化します。 

３ 実施期間 

  ６月１日（月）～令和９年３月３１日（水） 

４ 拠点回収場所 

  

 

 

 

 

 

 

 

５ 回収対象 

  家庭から排出される剪定枝、草木類（※事業系・建設廃材を除く） 

 

 

 

 

 

 

６ 今後の取組予定 

  今後は、利用状況や回収量を検証しながら、設置拠点の拡充を検討するとともに、市

民・事業者・行政が協働する資源循環の取組として、さらなる定着を目指します。 

お問い合わせ先 


